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平成23年に介護保険法等の改正が行われ、これまで厚生労働
省令において全国一律に定められていた介護サービス事業所等

の人員、設備及び運営等に関する基準を、都道府県等の条例に

おいて定めることとなった。

沖縄県条例で定めることとなったのは、下記の介護サービス事

業所等の人員、設備及び運営等の関する基準である。

○○○○ 指定介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設

○○○○ 介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設

○○○○ 指定介護療養型医療施設指定介護療養型医療施設指定介護療養型医療施設指定介護療養型医療施設

○○○○ 指定居宅指定居宅指定居宅指定居宅サービスサービスサービスサービス

○○○○ 指定介護予防指定介護予防指定介護予防指定介護予防サービスサービスサービスサービス

介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業所等事業所等事業所等事業所等のののの人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準等基準等基準等基準等

をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて



県条例で規定することとなった厚生労働省令（介護保険法関連）

平成18年3月14日

厚生労働省令第35号

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準

介護予防

サービス

平成11年3月31日

厚生省令第37号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準

居宅サービ

ス

平成11年3月31日

厚生省令第41号

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年

法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により

なおその効力を有するものとされた指定介護療

養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準

介護療養型

医療施設

平成11年3月31日

厚生省令第40号

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準

老人保健施

設

平成11年3月31日

厚生省令第39号

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営

に関する基準

老人福祉施

設

通知番号基準省令サービス種別



県条例制定県条例制定県条例制定県条例制定のののの考考考考ええええ方方方方

厚生労働省令において詳細な基準が定められ、その基

準に基づき、必要なサービスの提供がなされ、各サービ

ス事業所において、適切な設備整備と適正な事業運営

がなされていることから、

基本的基本的基本的基本的にににに厚生労働省令厚生労働省令厚生労働省令厚生労働省令にににに準準準準ずることをずることをずることをずることを前提前提前提前提としとしとしとし

たたたた上上上上でででで、、、、四四四四つのつのつのつの項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、県独自県独自県独自県独自のののの基準基準基準基準をををを定定定定

めているめているめているめている。。。。

なお、厚生労働省令で定めている基準のうち、基本的

な事項については、条例で規定し、細かな内容について

は規則で定めている。



沖縄県が定めた条例及び条例施行規則（介護保険法関係）

平成25年3月30日

沖縄県条例第24号

沖縄県指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める

条例

平成25年3月30日

沖縄県条例第23号

沖縄県指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める

条例

平成24年12月26日

沖縄県条例第84号

沖縄県指定介護療養型医

療施設の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条

例

平成24年12月26日

沖縄県条例第83号

沖縄県介護老人保健施設

の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準を定め

る条例

平成24年12月26日

沖縄県条例第82号

沖縄県指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条

例

沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例

平成25年３月31日

沖縄県規則第51号

沖縄県指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める

条例施行規則

平成25年３月31日

沖縄県規則第50号

沖縄県指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める

条例施行規則

平成25年３月31日

沖縄県規則第49号

沖縄県指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例

施行規則

平成25年３月31日

沖縄県規則第48号

沖縄県介護老人保健施設の

人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める

条例施行規則

平成25年３月31日

沖縄県規則第47号

沖縄県指定介護老人福祉施

設の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例

施行規則

沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例施行規則施行規則施行規則施行規則

詳細は

規則で

規定



指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年3月31日厚生省令第37号）

沖縄県指定居宅サービス等の

人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例

（平成25年沖縄県条例第23号）

（厚生労働省令）

（沖縄県条例）

厚生労働省令厚生労働省令厚生労働省令厚生労働省令からからからから県条例県条例県条例県条例へへへへ

県条例県条例県条例県条例からからからから県条例施行規則県条例施行規則県条例施行規則県条例施行規則へのへのへのへの委任委任委任委任

沖縄県指定居宅サービス等の人

員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例施行規則

（平成25年沖縄県規則第50号）

（沖縄県条例施行規則）

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日

からからからから条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる

一部一部一部一部をををを

規則規則規則規則へへへへ委任委任委任委任

（参考例）



指定指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年3月31日厚生省令第37号）

（従業者の員数）

第九十三条第九十三条第九十三条第九十三条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。）の員数は、次のと

おりとする。

一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供してい

る時間帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数

で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

二 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通所介

護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保

されるために必要と認められる数

（以下省略）

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日

からからからから条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる

（参考例）



（従業者の配置の基準）

第第第第100条条条条 指定通所介護の事業を

行う者（以下「指定通所介護事業

者」とい う。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この節から第４節までにお

いて「通所介護従業者」という。）

の員数は、次に掲げる通所介護

従業者の区分に応じ、規則で定め

るものとする。

⑴ 生活相談員

⑵ 看護師又は准看護師（以下こ

の章において「看護職員」とい

う。）

（以下省略）

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例施行規則

（平成25年沖縄県規則第50号）

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例

（平成25年沖縄県条例第23号）

（従業者の配置の基準）

第第第第33条条条条 条例第100条第１項に規定する規則で
定める員数は、次の各号に掲げる通所介護従

業者（同項に規定する通所介護従業者をい

う。）の区分に応じ、当該各号に定める員数と

する。

⑴ 生活相談員 指定通所介護の提供日ご

とに、当該指定通所介護を提供している時間

帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の

提供に当たる者に限る。）が勤務している時

間数の合計数を当該指定通所介護を提供し

ている時間帯の時間数で除して得た数が１以

上確保されるために必要と認められる数

⑵ 看護職員（条例第100条第１項第２号に規
定する看護職員をいう。以下この章において

同じ。） 指定通所介護の単位ごとに、専ら

当該指定通所介護の提供に当たる看護職員

が１以上確保されるために必要と認められる

数

（以下省略）

詳細詳細詳細詳細をををを

規則規則規則規則でででで規定規定規定規定

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日

からからからから条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる

（参考例）



沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例にににに規定規定規定規定したしたしたした県独自県独自県独自県独自のののの基準基準基準基準

１１１１．．．．研修受講研修受講研修受講研修受講のためののためののためののための環境整備環境整備環境整備環境整備（（（（全全全全サービスサービスサービスサービス））））

研修の受講を希望する者が研修を受講できる環境整備を行う事を努力

義務として規定した。

２２２２．．．．第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる評価評価評価評価（（（（全全全全サービスサービスサービスサービス））））

サービスの質の向上をはかるため、第三者による評価を受けることを努

力義務として規定した。

３３３３．．．．非常災害対策非常災害対策非常災害対策非常災害対策（（（（老福老福老福老福、、、、老健老健老健老健、、、、介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設））））

非常災害対策として、食料、飲料水等の非常用食料等を備蓄すること

を努力義務として規定した。

４４４４．．．．居室居室居室居室のののの定員定員定員定員（（（（老福老福老福老福））））

居室の定員については、１名のところ、知事が特別な事情があると認め

たときは４人以下とすることができるよう規定した。



１１１１．．．．研修受講研修受講研修受講研修受講のためののためののためののための環境整備環境整備環境整備環境整備

第108条（勤務体制の確保等）

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。

４ 指定通所介護事業所は、研修の受講を希望する従業

者が研修を受講しやすい勤務環境を整えるよう努めな

ければならない。

厚生労働省令

第101条（勤務体制の確保等）

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。

県条例（平成25年4月以降）

※ 全サービスが対象です。条項

は、条例により異なります。

※ 第４項を追加

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日



２２２２．．．．第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる評価評価評価評価

第104条（指定通所介護の基本取扱方針）

２ 指定通所介護事業者は、その提供する指定通所介護の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。この場合

において、第三者による評価を受けるよう努めなけれ

ばならない。

厚生労働省令

第97条（指定通所介護の基本取扱方針）

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。

県条例（平成25年4月以降）

※ 全サービスが対象です。条項

は、条例により異なります。

※ 第２項に文言を追加

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日



３３３３．．．．非常災害対策非常災害対策非常災害対策非常災害対策（（（（老福老福老福老福、、、、老健老健老健老健、、、、介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設））））

第３２条（非常災害対策）

指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は、非常災害に備えるため、

非常用食料等の備蓄に努めなければならない。

厚生労働省令

第２６条（非常災害対策）

指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害

時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周

知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならな

い。

県条例（平成25年4月以降）

※条項は、条例により異なります。

※ 第２項を追加

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日



４４４４．．．．居室居室居室居室のののの定員定員定員定員（（（（指定介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設のみのみのみのみ））））

第６条（設備） 第２項第１号

(1) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、知事が特別

な事情があると認めたときは、４人以下とすることがで

きる。

厚生労働省令

第３条（設備） 第１項第１号イ

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施

設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

県条例（平成25年4月以降）

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日

※ ただし書きの人数を変更



沖縄県が独自に定めた基準等の解釈及び運用を除き、

厚生労働省課長通知（解釈通知）に準ずるものとする。

平11.9.17老企25号
指定居宅サービス等及び指定介護予防

サービス等に関する基準について

居宅サービス・

介護予防サービス

平12.3.17老企45号
健康保険法等の一部を改正する法律附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた指定介護療養型医

療施設の人員、設備及び運営に関する基準

について

介護療養型医療施

設

平12.3.17老企44号
介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準について

介護老人保健施設

平12.3.17老企43号
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準について

介護老人福祉施設

通知番号国 解 釈 通 知サービス区分

基準基準基準基準のののの解釈解釈解釈解釈についてについてについてについて



沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが独自独自独自独自にににに定定定定めためためためた基準等基準等基準等基準等のののの解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用

1. 研修受講のための環境整備（全サービス）
2. 第三者による評価（全サービス）
3. 非常災害対策（老福、老健、介護療養型医療施設）
4. 居室の定員（老福）
5. 便所の設置（通所介護、通所リハビリテーション）
6. 生活相談員の資格要件①（老福、通所介護、短
期入所生活介護）

7. 生活相談員の資格要件②（特定施設入居者生活
介護）

8. 別居親族による訪問介護の提供（訪問介護）



１．研修受講のための環境整備 （全サービス）

個個個個々々々々のののの従業者従業者従業者従業者のののの資質資質資質資質をををを向上向上向上向上させることによりさせることによりさせることによりさせることにより、、、、介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの質質質質

のののの向上向上向上向上がががが図図図図られることからられることからられることからられることから、、、、研修研修研修研修のののの受講受講受講受講をををを希望希望希望希望するするするする者者者者がががが研修研修研修研修をををを受受受受

講講講講できるできるできるできる環境整備環境整備環境整備環境整備をををを行行行行うことをうことをうことをうことを努力義務努力義務努力義務努力義務とするとするとするとする規定規定規定規定をををを追加追加追加追加したものしたものしたものしたもの

でありでありでありであり、、、、研修研修研修研修をををを受講受講受講受講するするするする従業者従業者従業者従業者がががが特定特定特定特定のののの職種職種職種職種、、、、従業者従業者従業者従業者にににに偏偏偏偏ることることることること

ないようないようないようないよう配慮配慮配慮配慮することすることすることすること。。。。

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（勤務体制の確保等）

第108条 省略

２ 省略

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。

４ 指定通所介護事業者は、研修の受講を希望する従業者が研修を受講しや

すい勤務環境を整えるよう努めなければならない。

県県県県のののの

解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



２．第三者による評価 （全サービス）

質質質質のののの評価評価評価評価にににに対対対対するするするする意識付意識付意識付意識付けけけけ及及及及びびびび外部調査外部調査外部調査外部調査によるによるによるによる客観的評価客観的評価客観的評価客観的評価のののの

導入導入導入導入によりによりによりにより、、、、介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに好影響好影響好影響好影響をををを与与与与えることがえることがえることがえることが想想想想

定定定定できることからできることからできることからできることから、、、、第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる調査若調査若調査若調査若しくはしくはしくはしくは評価評価評価評価をををを受受受受けることをけることをけることをけることを

努力義務努力義務努力義務努力義務とするとするとするとする規定規定規定規定をををを追加追加追加追加したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる評価評価評価評価のののの

範囲範囲範囲範囲、、、、手法等手法等手法等手法等についてはについてはについてはについては問問問問わないわないわないわない。。。。

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（指定通所介護の基本取扱方針）

第104条 省略

２ 指定通所介護事業者は、その提供する指定通所介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。この場合において、第三者による評価を

受けるよう努めなければならない。

県県県県のののの

解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



３．非常災害対策 （老福、老健、介護療養型医療施設）

非常災害時非常災害時非常災害時非常災害時にはにはにはには、、、、交通交通交通交通インフラインフラインフラインフラのののの寸断寸断寸断寸断などによりなどによりなどによりなどにより物資物資物資物資のののの調達調達調達調達がががが

困難困難困難困難になることがになることがになることがになることが想定想定想定想定されるされるされるされる。。。。自力自力自力自力でででで避難避難避難避難することがすることがすることがすることが困難困難困難困難なななな高齢高齢高齢高齢

者者者者のののの入所系施設入所系施設入所系施設入所系施設においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、利用者利用者利用者利用者がががが施設内施設内施設内施設内にににに取取取取りりりり残残残残されることされることされることされること

もももも想定想定想定想定されることからされることからされることからされることから、、、、食料食料食料食料、、、、飲料水等飲料水等飲料水等飲料水等のののの非常用食料等非常用食料等非常用食料等非常用食料等をををを備蓄備蓄備蓄備蓄すすすす

ることをることをることをることを努力義務努力義務努力義務努力義務とするとするとするとする規定規定規定規定をををを追加追加追加追加したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。

沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（非常災害対策）

第32条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従

業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。

２ 指定介護老人福祉施設は、非常災害に備えるため、非常用食料等の備蓄に

努めなければならない。

県県県県のののの

解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



４．居室の定員 （老福）

居室居室居室居室のののの形態形態形態形態についてはについてはについてはについては、、、、ユニットユニットユニットユニット型個室型個室型個室型個室をををを原則原則原則原則とするがとするがとするがとするが、、、、利用者利用者利用者利用者

のののの多様多様多様多様ななななニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの対応及対応及対応及対応及びびびび利用者費用負担等利用者費用負担等利用者費用負担等利用者費用負担等にににに配慮配慮配慮配慮しししし、、、、特別特別特別特別なななな

事情事情事情事情があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、一一一一のののの居室居室居室居室のののの利用定員利用定員利用定員利用定員をををを「「「「４４４４人以人以人以人以

下下下下」」」」とすることができることをとすることができることをとすることができることをとすることができることを規定規定規定規定したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。

既存施設既存施設既存施設既存施設のののの改築等改築等改築等改築等をををを行行行行うううう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、現現現現にににに入所入所入所入所しているしているしているしている者者者者のののの意向意向意向意向

にににに留意留意留意留意することすることすることすること。。。。

沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（設備）

第６条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次に掲げる設備の区分によ

り次項に定めるもののほか、規則で定めるものとする。

⑴ 居室

⑵～⑽ 省略

２ 居室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

⑴ 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、知事が特別な事情があると認

めたときは、４人以下とすることができる。

⑵～⑶ 省略

県県県県のののの解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



５．便所の設置 （通所介護、通所リハビリテーション）

指定通所介護事業所に設置する便所については、利

用定員に応じた適当数を設けるとともに、要介護者等が

使用するのに適したものとすること。

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（設備及び備品等）

第102条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事

務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに

指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなら

ない。

（以下省略）

県県県県のののの

解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



６．生活相談員の資格要件（老福、通所介護、短期入所生活介護）

生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員のののの資格要件資格要件資格要件資格要件についてはについてはについてはについては、、、、特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームのののの設備設備設備設備

及及及及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準（（（（平平平平11.3.31厚生省令第厚生省令第厚生省令第厚生省令第46号号号号））））第第第第5条第条第条第条第2項項項項にににに
準準準準じじじじ、、、、①①①①社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士、、、、②②②②社会福祉主事任用資格社会福祉主事任用資格社会福祉主事任用資格社会福祉主事任用資格、、、、③③③③精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士、、、、

④④④④そのそのそのその他他他他、、、、これらとこれらとこれらとこれらと同等同等同等同等のののの資格資格資格資格をををを有有有有するとするとするとすると認認認認められるめられるめられるめられる者者者者、、、、とすることがとすることがとすることがとすることが

国解釈通知国解釈通知国解釈通知国解釈通知（（（（平平平平11.9.17老企老企老企老企25号号号号））））においてにおいてにおいてにおいて規定規定規定規定されているされているされているされている。。。。

本県本県本県本県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、④④④④にににに規定規定規定規定されるされるされるされる者者者者をををを、、、、④④④④-1 介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士、、、、④④④④-2 介介介介
護支援専門員護支援専門員護支援専門員護支援専門員のののの資格資格資格資格をををを有有有有するするするする者者者者とするとするとするとする。。。。

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（従業者の配置の基準）

第100条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべ

き従業者（以下この節から第４節までにおいて「通所介護従業者」という。）の

員数は、次に掲げる通所介護従業者の区分に応じ、規則で定めるものとする。

⑴ 生活相談員

（以下省略）

県県県県のののの解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



７．生活相談員の資格要件 （特定施設入居者生活介護）

特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護におけるにおけるにおけるにおける生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員のののの資格要件資格要件資格要件資格要件につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、介護老人福祉施設等介護老人福祉施設等介護老人福祉施設等介護老人福祉施設等におけるにおけるにおけるにおける生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員のののの資格要件資格要件資格要件資格要件にににに

準準準準ずるものとするずるものとするずるものとするずるものとする。。。。

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（従業者の配置の基準）

第218条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべ

き指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「特定施設従業

者」という。）の員数は、次に掲げる特定施設従業者の区分に応じ、規則で定

めるものとする。

⑴ 生活相談員

（以下省略）

県県県県のののの

解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



８．別居親族による訪問介護の提供 （訪問介護）

別居親族別居親族別居親族別居親族によるによるによるによる訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護のののの提供提供提供提供についてはについてはについてはについては、、、、家族介護家族介護家族介護家族介護とのとのとのとの区別区別区別区別

がつきにくいことがつきにくいことがつきにくいことがつきにくいこと、、、、外部外部外部外部のののの者者者者のののの目目目目がががが届届届届きにくいことからくるきにくいことからくるきにくいことからくるきにくいことからくるサービスサービスサービスサービス

のののの質質質質のののの低下低下低下低下にににに繋繋繋繋がることががることががることががることが懸念懸念懸念懸念されることからされることからされることからされることから、、、、特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があがあがあがあ

るるるる場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして認認認認めないものとするめないものとするめないものとするめないものとする。。。。

特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるものとしてがあるものとしてがあるものとしてがあるものとして別居親族別居親族別居親族別居親族によるによるによるによる訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護のののの提供提供提供提供をををを

行行行行うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはにはにはには、、、、要介護者等要介護者等要介護者等要介護者等のののの居住地居住地居住地居住地をををを管轄管轄管轄管轄するするするする保険保険保険保険

者者者者とととと事前事前事前事前にににに調整調整調整調整をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。

沖縄県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第26条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等にその同居の家族である利用

者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

県県県県のののの

解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用



県県県県がががが独自独自独自独自にににに定定定定めためためためた基準等基準等基準等基準等のののの解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用のののの適用一覧適用一覧適用一覧適用一覧



県県県県がががが独自独自独自独自にににに定定定定めためためためた基準等基準等基準等基準等のののの解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用のののの適用一覧適用一覧適用一覧適用一覧



県県県県がががが独自独自独自独自にににに定定定定めためためためた基準等基準等基準等基準等のののの解釈及解釈及解釈及解釈及びびびび運用運用運用運用のののの適用一覧適用一覧適用一覧適用一覧


